
第４編 道路事業における手続 

第１章 道路事業における手続 

第１節 他部局との手続 

１－１－１ 道路事業における手続 

 道路事業を実施する際には、各種法令を遵守し、必要な手続を確実に行う必要がある。 

 主なものについては、以下に示すとおりであるが、列挙しているもの以外で必要な手続があれ

ば手続を行うこと。 

１ 河川法に基づく手続 

２ 砂防法に基づく手続 

３ 自然公園法に基づく手続 

４ 鳥取県公共事業景観形成指針に基づく手続 

５ 鳥取県環境影響評価条例に基づく手続 

６ 森林法に基づく手続 

７ 文化財保護法に基づく手続 

８ 農地法に基づく手続 

９ 土壌汚染対策法に基づく手続 

１－１－２ 河川法に基づく手続 

 河川区域内で特定の行為をする場合には、河川管理者の許可を得る必要がある。河川法に基づ

く許認可を受ける場合は、「河川法・海岸法許認可事務の手引き」（平成 31 年 2 月鳥取県県土整

備部河川課）に従い申請すること。

 なお、申請に必要な添付図書は表 1-1-1 のとおり。
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表 1-1-1 河川法・海岸法に基づく許認可申請等添付図書簡易一覧表 [河川法・海岸法許認可事務の手引き]

※法第 23 条(水利使用)及び法第 24 条(河川敷占用)の許可更新の場合において、内容に変更がない単純更新案件については、申請書(様式)のほか、添付書類は「位置図、現

況写真、過去の許可書の写」で足りるものとする。なお、更新案件であっても、内容に変更があるものについては、変更に係る書類について添付が必要である。
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法17 法20 法23 法23の２ 法24 法25 法26 法27 法33 法34 法55 法28

（令11） （規11） （規12） （規13） （規15） （規16） （規21） （規22） 規15・16 令16-3 令16-5 令16-8

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ 申請内容の必要性について

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 縮尺５万分の１程度の図面に位置図示

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 官民境界を明示し、上下床各100m程度判明できるもの

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ 申請箇所の位置明示

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ 官有地、民有地及び河川区域、保全区域別に三斜求積

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ 河床高、計画高水位及び堤防高等を明示

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ 　　〃

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

水量の算出 使用水量 ○ ○ ○ かんがい区域図、減水深の算出根拠添付

根拠 排水量 △ △ ○（注） ○ ○ （注）排水施設の場合

○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 登記簿謄本、契約書等

△ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ △ △ △ △ ○ △ ○ ○ ○

○ △ △ △

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ポール等で位置を明示して撮影するものとする

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 更新の場合前回許可書の写しを添付すること

△ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ ○ ○ ○

○

△ △ △ 大規模なもののみチェックシート

法29

利害関係者の同意

用排水路図

状況写真

既許可書の写し

他の行政庁の許認可書写し

一般図、誓約書、同意書、従

属元水利使用許可書

工作物の設計図、構造図

工事の実績方法記載図書

流量計算書

工事費概要書

申請人の権限を証する書類

他に及ぼす影響及びその対

策の概要を記載した図書

位置図

実測平面図

実測縦断図

実測横断図

公図

面積計算書及び丈量図

概　　　　　　要

工程表

海　岸　法河　　　　　　　　川　　　　　　　法

　　　　　　　　　　　項　　目

　添付書類

事業の計画概要書
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１－１－３ 砂防法に基づく手続 

 砂防法にもとづき指定された砂防指定地内で特定の行為（制限行為）をする場合には、管理者

の許可を得る必要がある。砂防法に基づく許認可を受ける場合は、「鳥取県砂防指定地等管理規則」

（平成元年 4 月 1 日鳥取県規則第 29 号）に定める様式で申請すること。

なお、申請にあたっては次の書類を添付すること。

（１）申請に係る土地の位置を表示する図面で縮尺５万分の１以上のもの

（２）申請に係る土地の平面図で縮尺１，０００分の１以上のもの

（３）申請に係る土地の縦横断図で縮尺１，０００分の１以上のもの

（４）申請に係る制限行為又は砂防設備等の占用が他に及ぼす影響及びその対策を記載した書面

（５）申請に係る制限行為又は砂防設備等の占用が工作物に係る工事を伴う場合にあっては、工

作物設計図及び工事の実施計画書

（６）申請に係る制限行為又は砂防設備等の占用について利害関係を有する者がいる場合にあっ

ては、その者の承諾書

（７）その他知事が必要と認める書類
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１－１－４ 自然公園法に基づく手続

 自然公園内の行為については、その行為が自然公園の保護計画に基づくものか、利用計画に基

づくものかにより、次の何れかの手続を踏む必要がある。留意すべき事項については、「自然公

園内における道路工事実施の留意点について」（平成 17 年 9 月 29 日付第 200500070478 号）を参

照すること。

１ 行為の許可・届出 

   保護計画に基づき、風景の保護に支障を及ぼす可能性がある行為については事前に許可を

受け、または届出をしなければならない。 

２ 公園事業の執行認可 

   利用計画に基づく施設を公園事業といい、適正な利用施設の整備促進を確保するために、

公園事業を執行する際には事前に認可が必要となる。 

国 県 市町村 民間

環境省 それ以外

国立 不要 協議 同意協議 同意協議 承認申請

法第９条第１項 法第９条第２項 法第９条第２項 法第９条第３項(国) 法第55条第３項

国定 協議 不要 同意協議 承認申請※１

法55条第４項 法第10条第１項 法第10条第２項 法第10条第３項(県)

県立 不要 不要 不要 承認申請※１

条例第８条第１項 条例第８条第２項(県) 規定なし 規定なし

※( )内：基本執行者

※１ 実施の段階で、課長レベルの内容協議を行う。

表 1-1-2 手続き区分 

表 1-1-3 主な手続きの種類 
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表 1-1-4 主な手続きの種類 
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表 1-1-5 主な手続きの種類 
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３ 書類の経由 

書類経由の詳細は、「自然公園の許認可に関する事務処理経路フロー図」のとおり。 

申請書等の手続き提出窓口は、全て各市町村が行っている（鳥取県知事の権限に属する事務 

の処理の特例に関する条例 別表の 11～14）。 

市町村は、受理した書類を総合事務所（県東部は緑豊かな自然課）に副申し、それを受けた 

総合事務所は、処理権限を持つ手続きに関しては許可・届出受理等の処分を行い、県緑豊かな

自然課に報告を行う（国立公園については、県緑豊かな自然課経由で環境省に報告が必要（法

令附則第４項））。処理権限を持たない手続き（環境大臣権限）に関しては、県緑豊かな自然

課を経由して環境大臣に副申する（法令附則第５項）。 

４ 標準処理期間 

 行政手続制度において、法令等に基づく処分に要する標準的な期間（標準処理期間）を各々

定めることとされており、自然公園に関する許認可についても下記のとおり定められてい

る。ただし、標準処理期間内の処理は、あくまでも行政庁の努力義務である。 

表 1-1-6 標準処理期間 
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５ 自然公園の許認可に関する事務処理経路フロー図 

（１）行為に係る許可手続き（法第 13条・第 14 条・第 24 条、条例第 11条関係） 

  ア 知事権限（国立・国定・県立） 

イ 大臣権限（国立） 

事前協議

申 市 副申 地 副申 県 副申 環
申請 方 公

請 町 事 園 境
通知 務 通知 自 通知

者 村 所 然 省
課

許可通知

 ウ 知事権限（国定：環境省と協議が必要なケース（法規則第 11 条の 2関係）） 

事前協議

申 市 副申 地 協議 県 協議 環
申請 方 公

請 町 事 園 境
通知 務 回答 自 同意

者 村 所 然 省
課

許可通知

国立・県立
事前協議

申 市 副申 地 県 環
申請 方 報告 公 報告

請 町 事 園 境
通知 務 自

者 村 所 然 省
課

許可通知

県
緑
豊
か
な
自
然
課

県
緑
豊
か
な
自
然
課

県
緑
豊
か
な
自
然
課
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（２）行為に係る届出手続き（法第 13条・第 14 条・第 24 条・第 26条、条例第 11条・第 13 条関係） 

  ア 知事権限（国立・国定・県立） 

  イ 大臣権限（国立）

（３）公園事業に係る許可手続き 

    （法令第 3条～第 8条・第 10 条～12 条・第 14条、条例規則第 3条～第 8条、第 10 条関係） 

  ア 国立公園内 

  イ 国定・県立公園内

事前協議

申 市 副申 地 副申 県 副申 環
申請 方 公

請 町 事 園 境
通知 務 通知 自 通知

者 村 所 然 省
課

許可通知

事前協議

申 市 副申 地 県
申請 方 報告 公

請 町 事 園
通知 務 自

者 村 所 然
課

認可通知

事前協議

申 市 副申 地 副申 県 副申 環
届出 方 公

請 町 事 園 境
送付 務 送付 自 送付

者 村 所 然 省
課

受理通知､是正措置等(必要に応じ)

国立・県立
事前協議

申 市 副申 地 県 環
届出 方 報告 公 報告

請 町 事 園 境
審査 務 自

者 村 所 然 省
課

受理通知 是正措置等 必要に応じ)、 （

県
緑
豊
か
な
自
然
課

県
緑
豊
か
な
自
然
課

県
緑
豊
か
な
自
然
課

県
緑
豊
か
な
自
然
課
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１－１－５ 鳥取県公共事業景観形成指針に基づく手続 

１ 景観評価対象事業 

次表に掲げる事業（土地の形質の変更規模が概ね 10,000 ㎡以上となる事業等）は、以下に定め

る手順による景観評価の対象とする。ただし、景観行政団体である市町村が公共事業景観形成指

針（以下｢市町村指針｣という。）等を別に定め、それより小規模なものも景観評価の対象とするこ

ととしている場合には、当該市町村内で行われる事業については、当該市町村の定める規模以上

のものを対象とする。 

景観形成重点区域又は自然公園の区域内での事業は、原則としてすべて景観評価の対象とする。 

ただし、災害復旧等の緊急を要する事業及び軽易な維持修繕事業、周囲の景観形成に与える影

響が少ないと判断される軽微な事業変更、外観変更を伴わない修繕事業、環境影響評価法及び鳥

取県環境影響評価条例に基づく環境影響評価の対象事業については、この限りでない。 
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事業の種類 
景観評価を義務付ける対象事

業 
参考：鳥取県公共事業環境配慮指針

道路の整備 
（１）国道、県道、県代行道路、

農道、林道 
・計画延長が４車線 0.5km 以上

の事業、２車線１km 以上の
事業、１車線 1.5km 以上の事
業 

（国道、県道、県代行道路） 
・計画延長が４車線１km以上の

事業、２車線２km 以上の事業
（農道、林道） 
・事業採択延長が２車線４km 以

上の事業 
河川の整備 
（１）河川  
（２）治水ダム 
（３）渓流・流路工 

・計画区間が１km 以上の事業 
・すべての事業 
・計画延長が 0.5km 以上の事業

・計画区間１km 以上の事業 
・すべての事業 
・計画延長が 0.5km 以上の事業 

砂防・治山の整備 
（１）砂防ダム、治山ダム 

（２）急傾斜地、雪崩防止、山
腹工事 

・堆砂面積が 0.75 ヘクタール
以上の事業 

・計画区域面積が１ヘクタール
以上の事業 

・堆砂面積が１ヘクタール以上の
事業 

・計画区域面積が１ヘクタール
以上の事業 

港・空港の整備 
（１）漁港、港湾 

（２）海岸 

（３）埋立干拓 
（４）空港 

・計画施設用地の面積が１ヘク
タール以上の事業 

・計画延長が 0.5ｋｍ以上の事
 業 
・すべての事業 
・すべての事業 

・施設用地の面積が１ヘクター
ル以上の事業 

・計画延長が 0.5ｋｍ以上の事
業 

・すべての事業 
（規定なし） 

公園・緑地の整備 
（１）都市公園、農村公園等 

（２）森林公園 

・計画区域面積が１ヘクタール
以上の事業 

・計画区域面積（森林を除く。）
が１ヘクタール以上の事業 

・計画区域面積が 10 ヘクタール
以上の事業 

農業農村の整備 
（１）用排水路 

（２）ため池 

（３）ほ場整備 

・事業採択延長が１ｋｍ以上の
事業 

・湛水面積が 0.5 ヘクタール以
上の事業 

・事業採択区域の面積が１ヘク
タール以上の事業 

・事業採択延長が２ｋｍ以上の
事業 

・湛水面積が１ヘクタール以上の
事業 

・事業採択区域の面積が 10ヘク
タール以上の事業 

建築物の建築 
（１）建築物の新築、改築、増

築及び外観の変更 
（２）公営住宅 

・建築面積1,000㎡超又は高さ13m
超の事業 

・建築面積 1,000 ㎡超又は高さ
13m 超の団地整備事業 

・建築面積1,000 ㎡超又は高さ13m
超の事業 

・建築面積 1,000 ㎡超又は高さ
13m 超の団地整備事業 

工業団地、流通団地、住宅団地
の造成 
（１）工業団地、流通団地、住

宅団地 
・計画区域面積が１ヘクタール
以上の事業 

・計画区域面積が 10 ヘクタール
以上の事業 

風力発電施設 
（１）新設、増設、移転又は外

観上著しい変更を伴う
大規模な改修 

・総出力 500kw 以上の風力発
電施設 

（規定なし） 

表 1-1-7 景観評価対象一覧表 
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２ 景観評価手順 

 景観評価の手順については、図 1-1-1 のとおりである。 

なお、景観評価の詳細な手順については、「鳥取県公共事業景観形成指針の策定について（通

知）」（平成 19 年 9 月 12 日付第 200700089359 号）を参照すること。 

図 1-1-1 景観評価フロー図 
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１－１－６ 鳥取県環境影響評価条例に基づく手続 

 １ 環境影響評価法と鳥取県環境影響評価条例との対比については表 1-1-8 のとおりである。

手続きが必要な場合は適切な手続きを行うこと。 

令和 2 年 6 月 10 日 

表 1-1-8 環境影響評価法と鳥取県環境影響評価条例との対比表 
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１－１－７ 森林法に基づく手続（保安林） 

１ 保安林の解除手続きについて 

事業を実施しようとする箇所が、保安林に指定されている場合には、あらかじめ保安林の解除

申請手続きを行う必要がある。手続の詳細については「保安林解除、林地開発Ｑ＆Ａ」（平成６年

７月 鳥取県農林水産部森林保全課）を参照すること。 

２ 保安林解除の要件 

（１）指定の理由が消滅したとき 

  ア 受益の対象が消滅したとき 

  イ 自然現象等によって保安林が破壊され、かつ、森林に復旧することが著しく困難と認め

られるとき 

  ウ その保安林の機能に代わるべき機能を果たす施設が設置されたとき、又はその設置が極

めて確実と認められるとき 

  エ 森林の施業別限の必要がないと認められたとき 

（２）公益上の理由により必要が生じたとき 

    保安林を土地収用法その他の法令により土地を収用し若しくは使用することのできるこ

ととされている事業又はこれに準ずるものの用に供する必要が生じたとき 

図 1-1-2 保安林解除フロー 
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図 1-1-3 保安林における制限と許可手続 
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図 1-1-4 保安林の種類と解除権限者 

１－１－８ 文化財保護法に基づく手続 

１ 埋蔵文化財 

 土木工事等のために埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地を発掘しようとする

場合は、「鳥取県文化財保護のてびき」（２００１年鳥取県教育委員会）に従い、事前に協議を行

い調整を図る必要がある。 

 調整については、図１－１－５に示すとおりである。なお、工事中に遺跡を発見した場合も同

様に調整を図る必要がある。 

２ オオサンショウウオ 

特別天然記念物であるオオサンショウウオの生息環境等に影響を及ぼすような開発事業につい

ては、「特別天然記念物オオサンショウウオ保存活用指針」（令和 4年 3月 4日付第 202100299586

号地域づくり推進部文化財局文化財課長通知）に従い、事前に協議及び調整を図る必要がある。 

事務手続きについては、図 1-1-6、1-1-7 に示すとおりである。手続きにあたっては、特別天然

記念物であるオオサンショウウオの工事に伴う現状変更は、文化庁の許可が必要となるため、早

期に調整を行うことが必要である。 
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図 1-1-5 埋蔵文化財取扱いフロー（一般的開発事業の場合） 
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図 1-1-6 事業計画から実施までの各部局の関わり 

[出典：特別天然記念物オオサンショウウオ保存活用指針] 

図 1-1-7 事務手続きの流れ [出典：特別天然記念物オオサンショウウオ保存活用指針] 
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１－１－９ 農地法に基づく手続 

 農地法上、国又は都道府県が農地を利用する場合には、農地法第 4条の許可は不要であるが、

廃土置場として農地を利用し、これを恒久的に農地以外の目的に使用する場合は、了め当該農地

の転用許可を担当する行政部局と協議し、承認を得ておく必要がある。 

 ただし、廃土置場を、道路区域に含めて利用する場合（駐車場、沿道緑地等）は、不要である。 

１－１－１０ 土壌汚染対策法に基づく手続 

 土壌汚染対策法（平成 14 年法律第 53 号）の改正により、平成 22 年 5 月 1日から 3,000 平方メ

ートル以上の土地の形質変更（深さ 50 センチメートル以上掘削、土壌の敷地外への搬出・流出を

伴う工事等）を行おうとする場合は、工事の発注者等は着手の 30 日前までに届出が必要である。 
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１－２―２ 道路台帳整備について 

道路法（昭和 27 年法律第 180 号）第 28 条により、道路管理者は道路台帳を調整、保管する義

務及びこれを閲覧させる義務がある。

（道路台帳）

第 28 条 道路管理者は、その管理する道路の台帳（以下本条において「道路台帳」という。）

を調整し、これを保管しなければならない。

2 道路台帳の記載事項その他その調整及び保管に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

3 道路管理者は、道路台帳の閲覧を求められた場合においては、これを拒むことができない。

本県においても、道路台帳を整俯し、道路の区域はもちろん道路の構造等道路管理上の基礎的

な事項を総括して把握しているところである。

また、近時は、地方交付税の交付の算定基礎、地方道路譲与税の譲与の算定基礎、軽油引取税

の指定市に対する算定基礎に使われるなど、道路の現況を把握する面からも重視されている。

さらに、下記のような道路付属施設等の台帳も整備し、道路管理の充実を図っている。
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融雪施設の点検要領(散水・無散水施設)

１ はじめに
降雪前に熱源施設、排水施設、配管設備、制御機器類、路面等を十分点検

し、施設の異常、破損を早期に発見補修し、降雪に備えること。
また、稼働中、稼働後にも異常を発見した場合、ただちに補修し施設の機

能を確保すること。
轍(わだち)掘れ測定記録表・現地調査表・定期点検記録表を添付するが、

定期点検記録表は、施設によって若干仕様が違うため、参考とする。(無散水)

２ 施設の点検
【散水施設】

点 検 事 項 点 検 内 容 点検･整備
送水管、散水管 配管の漏水箇所の点検、補修 分解･清掃･整備
ノズルの点検 管内土砂撤去 消耗品取替・補修

ノズルの調整
保護ｺﾝｸﾘｰﾄの点検

井戸､ ﾎﾟﾝﾌﾟの 水位測定－自然水位の点検 分解･清掃･整備

点検 揚水測定－ｹﾞｰｼﾞ圧、電流計、 調整･消耗品の取替
圧力計の測定 消耗品取替･部品交換

井戸内点検－土砂埋設の確認
(ｽﾄﾚｰﾅ 等)-

電気系統の点検 配電盤の点検－各端子接続状況 分解･整備･動作確認
ｹｰﾌﾞﾙ絶縁測定 消耗品取替･部品交換
温度ｾﾝｻｰ作動状況
遠隔操作作動状況

路面排水施設の 路面上の異物 清掃・撤去・補修
点検、維持管理 側溝の点検(土砂・ゴミ撤去)

集水桝の点検(堆積土砂撤去)
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【無散水施設】
対 象 設 備 点 検 内 容 点検･整備

熱源設備 機器類点検 分解･清掃･整備
安全装置点検 調整･消耗品取替
機能ﾁｪｯｸ 消耗品取替･部品交換

ﾎﾟﾝﾌﾟ類 軸受け部点検 分解･清掃･整備
共 循環流量の調整 調整･消耗品の取替

漏洩点検 消耗品取替･部品交換
制御器の点検
機能ﾁｪｯｸ
絶縁抵抗測定

通 配管及び弁類 漏洩点検 消耗品取替･部品交換
圧力計の測定

放熱管 漏洩点検 消耗品取替･部品交換
ﾍｯﾀﾞｰ点検
弁きょ類点検

事 制御機器類 機能ﾁｪｯｸ 消耗品取替･部品交換
ﾗﾝﾌﾟ類の点検

ﾋｭｰｽﾞ類の点検
ｽｲｯﾁ類の点検
安全装置の点検

項 電線類 外観点検 電線交換
絶縁抵抗測定

融雪用不凍液 不凍液濃度･酸化点検 補給･ 調整剤添加PH
不凍液劣化判定(２～３年／回)

舗装版 摩耗･ひびわれ点検
轍(わだち)掘れ点検

ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 運転圧力の点検 分解･清掃･整備
冷媒配管等の点検圧縮機の点検 消耗品取替･部品交換

熱 計装･動力盤の点検
地下水 井戸の点検 井戸洗浄

源 地下水位の点検
揚水量点検

別 注入量点検
電熱 絶縁抵抗測定 電線･電熱線交換

事 外観点検
温水ﾎﾞｲﾗ ﾊﾞｰﾅｰ類点検清掃 分解･清掃･整備

項 漏洩点検 消耗品取替･部品交換
煤煙濃度の測定
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業　務　名：

点検年月日：平成  年  月  日　時刻（  ：  ）天候（　　　）

点検　場所： 点検者：　　　　　　

点検箇所 点検方法（基準値） 点検結果 備考

圧力計の測定と漏水、
圧力異常の確認

0.1～0.15MPaが標準値
正常　異常
□　　□

循環流量標準値
　　No.1系：9.0～10.0m3/ｈ

正常　異常
□　　□

積算流量
確認
□

濃度
管理基準値：○○％以上

正常　異常
□　　□

pH値
管理基準値：7.5±1.0

正常　異常
□　　□

不凍液劣化判定
（１回／○年）

正常　異常
□　　□

警報表示灯点灯の有無
あり　なし
□　　□

電圧値
管理基準値：200～220Ｖ

正常　異常
□　　□

電流値
管理基準値：○Ａ以下

正常　異常
□　　□

No.1 ｈ
確認
□

No.2 ｈ
確認
□

保護桝及びヘッダー
ピット内及び機械室内
の点検

異音・異臭・振動及び漏水が
ないか確認する

あり　なし
□　　□

放熱舗装版の磨耗やひ
び割れ破損箇所有無の
確認

放熱舗装版異常の有無
あり　なし
□　　□

轍掘れ測定
記録表 添付

融雪状況の確認 路面温度表示：　　　℃
確認
□

現地調査表
添付

機器・部品等の交換 注入・部品交換必要の有無
あり　なし
□　　□

その他（所見）

Ｖ

％

制御盤の電圧、電流値
等の点検

No.1　　　　　Ａ

No.2　　　　　Ａ

循環ポンプ運転積算計

不凍液濃度と
pH値の測定

ｍ3/ｈ

循環流量の測定と調整

融雪システム定期点検記録表(地中熱)(参考例)

実測値（状況）

Mpa

m3/ｈ
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実施年月日：　　年　　月　　日 時刻 　　：

点検箇所 備考(運転・処理状況)

正常　□ 異常　□  (運転モード：　　　　運転)

正常　□ 異常　□

正常　□ 異常　□

正常　□ 異常　□

正常　□ 異常　□

正常　□ 異常　□

正常　□ 異常　□  (運転モード：　　　　運転)

正常　□ 異常　□

正常　□ 異常　□

正常　□ 異常　□

正常　□ 異常　□

正常　□ 異常　□

正常　□ 異常　□

正常　□ 異常　□

正常　□ 異常　□

正常　□ 異常　□  (濃度：　　％)

適量　□ 過少　□

正常　□ 異常　□

正常　□ 異常　□

正常　□ 異常　□

正常　□ 異常　□

正常　□ 異常　□

正常　□ 異常　□

正常　□ 異常　□

正常　□ 異常　□

ゾンデ圧力 ＭＰａ

温水圧力 ＭＰａ

冷水圧力 ＭＰａ

ヒートポンプ等定期点検記録表(参考例)

点　検　項　目 点　検　結　果

ヒートポンプ１
（型式）

①運転圧力の点検

②圧縮機運転音及び振動

③冷媒配管等の点検（振動・漏れ）

④ドレンパン及び排水管の点検

⑤コンプレッサーオイルの質と量

⑥計装・動力盤の点検

ヒートポンプ２
（型式）

①運転圧力の点検

②圧縮機運転音及び振動

③冷媒配管等の点検（振動・漏れ）

④ドレンパン及び排水管の点検

⑤コンプレッサーオイルの質と量

⑥計装動力盤の点検

地熱ゾンデ
循環ポンプ

①ゾンデエア抜き桝内部及び周囲の点検

②不凍液の漏れの点検

③循環ポンプの回転音・振動及び軸封

④不凍液濃度の点検

⑤ブライン加圧タンクの不凍液残量

その他配管
機器

①空気溜りの発生箇所の点検（異音等）

②各系統の水圧・漏水箇所の点検

③各循環ポンプの点検（異音･振動･圧力）

④保温材・ラッキングの損傷点検

⑤各タンク・バルブ・機器の点検

電気制御盤
計装機器

①制御盤内部の点検（各開閉器等）

②グラフィック及びタッチパネルの点検

③端子及びセンサー類の点検(緩み･表示)

各膨張タンク圧力 連絡事項

立　会　者 点　検　者

4-1-35



路線名 舗設年月

場所

上り車線（　　　　　）
Ｄ2(㎜) Ｄ1(㎜) Ｄ1(㎜) Ｄ2(㎜)

最   大
最   小

下り車線（　　　　　）
備考

轍(わだち)掘れ測定記録表

測定年月日

測定者

測   点

D1 D1D2 D2

※ 最新部の深さを計測
ｺﾝｸﾘｰﾄ又はｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

　　　m 　　　m

 現   地   調   査   表
月日 外気温 積雪深 降雪強度
 天候 風速 融雪部 非融雪部 残雪深

時刻 (℃) (㎝) (㎝/ｈ) (℃) (℃) (㎝)

(記入例)
18:00

     ※  状況写真を添付すること

非融雪路面状況

-4.0 50 1.0 無風 1.0 － 3.0
ｼｬｰﾍﾞｯﾄ状 圧雪(5㎝)･凍結有り

小雪

路面温度 融雪路面状況

路面状況
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状況写真（例 ））

①平成○○年○月○○日 午前○○時

気温 ○ ○℃.

天候 ○○

積雪 ○○㎝

降雪 ○○㎝

路面状況 ｺﾒﾝﾄ

融雪は良好な状況である｡

路面についても､ひびわれ･目立った

轍(わだち)もなく異常無し｡

②平成○○年○月○○日 午後○時

気温 ○ ○℃.

天候 ○○

積雪 ○○㎝

降雪 ○○㎝

路面状況 ｺﾒﾝﾄ

非融雪路面との境界箇所で一部雪が

が残っている｡

流量調整する必要がある｡

③平成○○年○月○日 午前○時

気温 ○ ○℃.
天候 ○○

積雪 ○○㎝

降雪 ○○㎝

路面状況 ｺﾒﾝﾄ

路面は乾いた状態であり、路面状況

は良好｡

、
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第３節 参考資料 

１－３－１ 参考図書

No. 参 考 図 書 発行年月 発 行

参 1-1 河川法・海岸法許認可事務の手引き H31.2 鳥取県県土整備部河川課

参 1-2 保安林解除、林地開発Ｑ＆Ａ H6.7 鳥取県農林水産部森林保全課

参 1-3 鳥取県文化財保護のてびき H13 鳥取県教育委員会
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